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No.

生活保護�
0円�

低所得2�
24,600円�

月額負担上限�
（所得に応じ）�

定率負担（1割）�
（日常生活用具価格に応じ）�

日常生活用具価格�

一般�
37,200円�

低所得1�
15,000円�

負

担

上

限

額�

町
で
利
用
者
負
担
分
を
負
担�

日常生活用具の
利用者負担が変わります

１０
月
１
日
か
ら
日
常
生
活
用
具
の
給
付
を
受
け

る
場
合
、
費
用
の
１
割
が
利
用
者
負
担
と
な
り
、

負
担
の
上
限
額
は
、
１
か
月
間
に
３
７
、２
０
０

円
と
な
り
ま
す
。

低
所
得
者
１
及
び
低
所
得
者
２
の
人
に
つ
い
て

は
、
激
変
緩
和
措
置
と
し
て
、
利
用
者
負
担
分
を

町
が
負
担
し
ま
す
。

※
低
所
得
１
と
は
、
住
民
税
非
課
税
世
帯
で
、
障

害
者
本
人
の
年
収
が
８０
万
円
以
下
の
世
帯

※
低
所
得
２
と
は
、
住
民
税
非
課
税
世
帯
で
、
低

所
得
１
以
外
の
世
帯

日
常
生
活
用
具
利
用
者
負
担
の
支
払

�
町
へ
支
給
申
請
を
す
る

�
町
か
ら
交
付
さ
れ
る
日
常
生
活
用
具
給
付
券
を

日
常
生
活
用
具
製
作
業
者
に
提
示
す
る

�
日
常
生
活
用
具
購
入
（
修
理
）
費
の
利
用
者
負

担
分
を
支
払
う

�
代
理
受
領
分
支
払
請
求
書
（
兼
代
理
受
領
に
対

す
る
委
任
状
）
を
日
常
生
活
用
具
製
作
業
者
に

提
出

（
※
こ
の
書
類
に
基
づ
き
、
日
常
生
活
用
具
製
作

業
者
は
残
り
９
割
を
町
に
請
求
）

▼
問
い
合
せ
先＝

健
康
福
祉
課

社
会
福
祉
係

�
�
９
１
２
８

主な日常生活道具
便
器

手
す
り
（
便
器
に
手
す
り
を
付
け
た
場
合
）

視
覚
障
害
者
用
ポ
ー
タ
ブ
ル
レ
コ
ー
ダ
ー

盲
人
用
時
計

特
殊
便
器

特
殊
寝
台

頭
部
保
護
帽

点
字
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー

人
工
喉
頭

歩
行
補
助
杖

入
浴
補
助
用
具

火
災
警
報
器

盲
人
用
音
声
式
体
温
計

入
浴
担
架

体
位
変
換
器

収
尿
器

ス
ト
マ
用
装
具

視
覚
障
害
者
用
ワ
ー
ド
プ
ロ
セ
ッ
サ
ー

パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
肢
体
不
自
由
者
用

聴
覚
障
害
者
用
屋
内
信
号
装
置

視
覚
障
害
者
用
拡
大
読
書
器

移
動
用
リ
フ
ト

ネ
ブ
ラ
イ
ザ
ー
（
吸
入
器
）

聴
覚
障
害
者
用
通
信
装
置

携
帯
用
会
話
補
助
装
置

盲
人
用
体
重
計

聴
覚
障
害
者
用
情
報
受
信
装
置

電
気
式
た
ん
吸
引
器

居
宅
生
活
動
作
補
助
用
具

視
覚
障
害
者
用
活
字
文
書
読
上
げ
装
置

広報かみのかわ １８．９．１ １２


